
（資料２９―１）

「寄附金税額控除の申告特例通知書」の送付について

ふるさと納税者
ふるさと納税先団体

（新宿区）
ふるさと納税者住所地団体

（他市区町村）
①ふるさと納税寄附・
　特例申請書（紙）提出

②ふるさと納税・特例申請書
（紙）受理

③申告特例通知書（紙）作成・
　送付

ふるさと納税者
ふるさと納税先団体

（新宿区）
ふるさと納税者住所地団体

（他市区町村）
①ふるさと納税寄附・
　特例申請書（紙）提出

②ふるさと納税・特例申請書
（紙）受理

③申告特例通知書（電子データ）
　作成・送付（※）

※③の具体的な手順
・特例申請書受理課は、自課のイントラパ
ソコンで、電子データを作成し、暗号化
USBに保存する。
・保存後、税務課にあるeLTAX専用端末を
使用し、各課に割り振ったユーザID及びパ
スワードでログインすると、暗号化USBの
接続制御が解除される。
・暗号化USBを接続し、パスワードを入力
の上、作成した電子データを取り込み、
eLTAXを通じて電子データを送付する。
・電子データ送付後、暗号化USBのデータ
を消去する。

【現行】

④申告特例通知書（紙）受理

⑤ふるさと納税をした翌年度分
　の住民税の減額処理

【変更後】
（令和２年
１月以降）

④申告特例通知書（電子デー
タ）
　受理

⑤ふるさと納税をした翌年度分
　の住民税の減額処理

郵送

eLTAX（地方

税ポータル

システム）

を通じての

電子的送付


